
税務Q&A

（ホームページ http://www.kyuhokuzei-fukuoka.jp/）

また、代理の方が納税証明書の交付請求等をされる
際に提出する本人（委任者）からの委任状等についても、
押印が不要となりました。ただし、実印の押印及び印鑑
登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認してい
る特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、
引き続き、委任状への押印等が必要となりますので、注
意が必要です。

国税庁のHPに用意されている申告書等の様式は押印
欄の無い様式に順次更新されていく予定のようです。更
新前の押印欄のある様式について、様式自体はそのまま
使用できますが、押印欄への押印は不要です。また、押
印が不要である税務書類について、任意で押印していた
だいても差し支えありませんが、押印の有無によって効
力に影響が生じることはありません。
振替依頼書やダイレクト納付利用届出書については、
金融機関からの求めに応じ、引き続き金融機関届出印
（銀行印）の押印が必要な場合があります。（e-Taxを利
用する場合は押印が不要。）

コロナ禍において「人との接触を避ける」ことが求めら
れた時から、契約書をはじめとする「紙の書類」をどうす
るかが問題となっています。税務に関しても同様の問題
が生じており、電子化を進めることが従来以上に求めら
れるようになりました。
令和3年の税制改正においては、上記のような押印の
簡素化だけでなく種々の改正がなされています。税制改
正に関する疑問等がありましたらお近くの税理士にご相
談ください。

税金を納付する際の申告書に押印する
必要がなくなったと聞きました。具体的に
教えてください。

国税に関する法令に基づき税務署長等
に提出される申告書等（以下、「税務関係
書類」という）については、これまで提出

者等の押印をしなければならないこととされていました
が、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以
降、次の①②を除いて、押印を要しないこととされてい
ます。

①担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

②相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類

これは、コロナ禍の下、政府全体の行政手続の簡素
化の一つとしての、押印義務の見直しの方針を踏まえ、
税務署長等に提出する税務関係書類において、実印及
び印鑑証明書を求めている手続等を除き、押印義務を
廃止したものです。（地方公共団体の長に提出する地方
税関係書類についても同様。）
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確定申告書等の税務関係書類への
押印義務の廃止について
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※上記のほか、国税の犯則調査手続における質問調書等への押印義務は存置。

1）全般（例：確定申告書、給与
所得者の扶養控除等申告書）

2）担保提供関係書類（例：不動
産抵当権設定登記承諾書、第三
者による納税保証書）

3）遺産分割協議書（例：相続税・
贈与税の特例における添付書類）

原則

押印の要否税務関係書類の分類

不要

要例外

※禁止行為
○暴力団の活動又は運営に協力する目的での利益供与
○暴力団員に自己の名義を使用させること
○暴力団事務所として使用されることを知っての不動産譲
渡等に係る契約若しくは契約の代理又は媒介

【ひとりで悩まずに、先ずは相談という一歩から】
●暴力追放ダイヤル
　（092）622-0704
　（平日9時00分～17時45分）
●（公財）福岡県暴力追放運動推進センター
　・ 電話（092）651-8938
　・ FAX （092）651-8988
●福岡県警察相談メール
https://www.police.pref.fukuoka.jp/
mailform/soudan.html

福岡県暴力団排除条例が改正され、県民、事業者等が禁止行為（※）を行ったことについて自ら進んで申告し、再び禁
止行為を行わないことを誓約した場合、公安委員会は、勧告（行為の是正を求めること）を行わないこととされました。
暴力団からの不当要求を現に受けている場合はもちろん、過去に暴力団に対してみかじめ料など金品を供与したことが
ある場合も、最寄りの警察署又は暴力追放ダイヤルに相談してください。
県警察は、暴力団排除に取り組もうとする事業者を保護し、暴力団と決別することを全力で後押しします。

覚醒剤や大麻、麻薬などの薬物の乱用は、あなたの健康やあなたの周りの人々に計り知れない悪影響をもたらします。
たとえ1回だけでも「乱用」です。絶対に使わないでください。

企業対象暴力対策の推進
～暴力団との関係遮断を後押しします～

薬物乱用防止
覚醒剤・大麻等の薬物乱用防止～「ダメ！ ゼッタイ！」

危機管理
情報室

お問い合わせ先
福岡県警察本部 組織犯罪対策課
TEL 092-641-4141
https://www.police.pref.fukuoka.jp/H24_3/gang.html

薬物を勧められたり、身近な人が持っていたりしませんか？
そんな時は一人で悩まず、ご相談ください。

【規制されている主な違法薬物】
覚醒剤、大麻、MDMA、コカイン、ヘロイン、向精神薬、
危険ドラッグ

【薬物乱用の危険性】
●自分の意志ではやめられない
薬物の依存性と耐性により、自分の意志だけではやめる
ことができない。
●薬物の影響で凶悪な事件を起こす
薬物の乱用により、幻覚、妄想が現れ、殺人等の重大犯
罪を引き起こす。
●薬物欲しさに犯罪を犯す
薬物を入手する金欲しさに事件を起こす。
●友達や家族を失う
薬物に溺れ、人間関係が崩壊、孤立する。

お問い合わせ先
福岡県警察本部 薬物銃器対策課
TEL 092-641-4141
https://www.police.pref.fukuoka.jp/

【薬物乱用に関する相談窓口】
●薬物110番

電話 （092）641-4444
●福岡県警察相談メール
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